
 

相模原市監査委員公表第１４号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１４項の規定により、令和３

年２月２６日に実施した財務監査の結果に基づき講じた措置の内容について、教育

委員会から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

  令和３年９月６日 

 

 

相模原市監査委員 髙 梨 邦 彦    

 

 

同        橋 本 愼 一    

 

 

同        古 内   明   

 

 

同        桜 井 はるな    
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１ 監査対象事務 

委託料の支出に関する事務 

２ 監査の日程 

  令和２年１０月７日から令和３年２月２６日まで 

３ 措置に係る通知日 

教育委員会から通知があった日 令和３年８月２７日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

ア 学校保健課の委託料の支出に関す

る事務を調査したところ、相模原市

立中学校給食調理業務委託(Ａブロ

ック)において、次のような事例が見

られた。なお、本契約は、平成２８

年度に実施した公募型プロポーザル

方式による企画競争によって選定さ

れた事業者と締結した、５年間の調

理業務に対する総価単価方式による

委託契約であり、平成２２年度から

同一の事業者が受託事業者となって

いる。 

（ア）契約事務について 

中学校給食調理業務委託仕様書

(以下「仕様書」という。)におい

て、「委託食数は、発注者が給食実

施日の３日前までに受注者に指示

するものとし、予備食の数を含ま

ない」旨を規定しているが、受託

事業者から提出された業務完了届

には予備食の数を含む件数が報告

され、当該件数を委託食数として

支出していた。 

このことについて、「前回契約時

 令和２年１０月７日から令和３年２

月２６日にかけて実施された財務監査

における指摘事項につきましては、次

のとおり改善措置を講じました。 

 

（ア）本契約において喫食した予備食

を委託食数として取扱うことに

つきまして、受託事業者と改めて

協議し、令和３年３月２９日付け

で覚書により取扱いを明記いた

しました。併せて、業務完了届の

「予備食」欄の名称を「予備食充

当数」に改め、充当喫食数を記載

することで、請求の根拠である業

務実績が明確に確認できるよう

改善いたしました。 

また、令和３年度中に現在の契

約期間が満了するため、予備食の

取扱いの考え方を整理し、喫食に

関わらず予備食を委託食数とし

て取扱うこと等を仕様書に明記

し、令和３年６月に一般競争入札

により次回契約を締結いたしま

した。 
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に受託事業者と協議の上、実際に

喫食した場合については予備食か

ら充当し、委託食数として取り扱

っている」とのことであったが、

当該協議は当時の契約内容に対し

て行われたものであるから、本契

約に適用されるものではない。 

委託食数は支払いの根拠である

にもかかわらず、予備食の取扱い

について仕様書の規定を見直すこ

となく企画競争を実施し、本契約

において従前の契約と同様の取扱

いをしたことは、不適正な事務処

理である。 

また、「受託事業者からは、喫食

した一定数の予備食は委託食数と

なることを想定し、見積額は喫食

を想定した予備食経費を含めずに

積算した旨を確認したことから、

喫食した予備食数に対する支払い

は適正である」としているが、確

認した事実は書面に残されていな

かった。 

契約書や仕様書に記載のない事

項が支払いの根拠となるのであれ

ば、当該事項については、契約書

類の一部として書面を取り交わす

など、適切な手続きが必要である。 

今後、契約事務の執行に当たっ

ては、契約関係書類等の証憑書類

を再確認した上で、契約の目的に

照らし予備食の考え方を整理し、

（イ） 

ａ 令和２年５月分の支出にお

ける過払いにつきましては、 

１１月２０日付けで戻入処理

し、１２月１１日付けで受託事

業者からの返金を確認してい

ます。 

また、消費税課税対象となる

内容につきまして、受託事業者

に対して３月１０日に改めて

周知したところです。 

ｂ 令和２年１０月分における

１食分の過払いにつきまして

は、受託事業者と協議し、１２

月分の実績において差額を調

整することで対応いたしまし

た。また、令和３年１月分の業

務完了届から、前月分を二重に

記載することができないよう

様式を見直すとともに、検収方

法につきましても、学校等から

の依頼数をリスト化して管理

し、食数を通年で把握できるよ

うにしたことで、月をまたぐ場

合でも確実に検収が行えるよ

うに改善を図りました。 

さらに、再発防止に向けて、

３月１５日に適正に支出事務

を執行するよう検査検収や支

出事務の留意点などについて

課内研修を実施いたしました。 

今後は、契約事務につきまし
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適正に事務を執行されたい。 

（イ）支出事務について 

ａ 令和２年５月分の支出につい

ては、新型コロナウイルス感染

防止に係る学校の臨時休校に伴

い、デリバリー給食の提供中止

期間における人件費や車両リー

ス料等に係る必要経費を対象と

するものである。 

請求書を確認したところ、内

訳には消費税の課税対象外であ

る人件費が含まれていたが、請

求金額は、内訳合計額に消費税

相当額(地方消費税相当額を含

む。)を加えた額となっていた。 

その後の調査において、正し

い請求金額は、内訳合計額であ

ることが確認されたため、消費

税 相 当 額 と し て 支 払 っ た 

２４１，６０８円は過払いであ

ることが判明した。 

b  令和２年１０月分の業務完了

届において、前月分の追加給食

の件数が二重計上され、１食分

が過払いとなっていた。 

今後、支出事務の執行に当たっ

ては、履行確認の重要性を再認識

し、検収方法を見直すなど、適正

に事務を執行されたい。 

【学校保健課】 

て、業務内容に変更が生じた場

合は契約関係書類等の証憑書類

を再確認し、適切な契約手続き

を行うことで、再発防止に取り

組んでまいります。支出事務に

つきましては、履行確認の重要

性を再認識し、履行内容の確認

を徹底することで、再発防止に

取り組んでまいります。 

【学校保健課】 

 

 

  

 


